
 

 

議案第１１２号 

さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２２年６月２日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

さいたま市国民健康保険税条例（平成１４年さいたま市条例第２８号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
   附 則    附 則 
１～２２ ［略］ １～２２ ［略］ 
 （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の
特例） 

 （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の
特例） 

２３ 世帯主等が租税条約等の実施に伴う所得税法、
法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭
和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特
例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定
する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、
譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合にお 
ける第４条及び第２１条の規定の適用については、
第４条第１項中「及び山林所得金額の合計額から
同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並び
に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及
び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法
律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」とい
う。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適
用利子等の額の合計額から法第３１４条の２第２
項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とある
のは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特
例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用
利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は
山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金
額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

２３ 世帯主等が租税条約の実施に伴う所得税法、
法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭
和４４年法律第４６号。以下「租税条約実施特例
法」という。）第３条の２の２第１０項に規定す
る条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲
渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合におけ
る第４条及び第２１条の規定の適用については、
第４条第１項中「及び山林所得金額の合計額から
同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並び
に租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び
地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律
第４６号。以下「租税条約実施特例法」という。
）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利
子等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」
と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは
「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第
３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等
の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所
得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は
租税条約実施特例法第３条の２の２第１０項に規



 

 

０項に規定する条約適用利子等の額」と、第２１
条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林
所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２
の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」と
する。 

定する条約適用利子等の額」と、第２１条中「及
び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額
並びに租税条約実施特例法第３条の２の２第１０
項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

 （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の
特例） 

 （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の
特例） 

２４ 世帯主等が租税条約等実施特例法第３条の２
の２第１２項に規定する条約適用配当等に係る配
当所得を有する場合における第４条及び第２１条
の規定の適用については、第４条第１項中「及び
山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるの
は「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に
伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に
関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租
税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２
第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額
から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所
得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金
額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第
１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額（
」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とある
のは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施
特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適
用配当等の額」と、第２１条中「及び山林所得金
額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条
約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定す
る条約適用配当等の額」とする。 

２４ 世帯主等が租税条約実施特例法第３条の２の
２第１２項に規定する条約適用配当等に係る配当
所得を有する場合における第４条及び第２１条の
規定の適用については、第４条第１項中「及び山
林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは
「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う
所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す
る法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条
約実施特例法」という。）第３条の２の２第１２
項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法
第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額
の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並び
に租税条約実施特例法第３条の２の２第１２項に
規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同
条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若
しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第３
条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の
額」と、第２１条中「及び山林所得金額」とある
のは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例
法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配
当等の額」とする。 

２５・２６ ［略］ ２５・２６ ［略］ 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


